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　厚生労働省は2月8日、通知「福祉・介護職員処遇改善支援事業の実施について」を発出しまし
た。
　
　この事業は、2024年２月から５月までの間、福祉・介護職員に対して２％程度（月額平均６千
円相当）の賃金改善を行う障害福祉サービス施設・事業所等介護サービス事業所等に対し、福祉
・介護職員処遇改善臨時特例交付金として、賃金改善を行うために必要な費用を補助するもので
す。
 
　補助金の対象要件として、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を2024年４月から算定し
ていること、原則、2024年２月分から賃金改善を実施すること等が必要なことから、早急に協議
をお願いいたします。
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